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第９０回動物用医薬品専門調査会議事概要

日時：平成２０年３月２５日（火）　１０：００～１１：０５

場所：食品安全委員会　大会議室

議事概要：

１）マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症生ワクチン（ノビリス MG 6/85）の再審査審議の結果、「本製剤が適切に使用される

限りにおいては、食品を通じてヒトの健康に影響を与える可能性は無視できるものと考えられる。」とすることが了承され、評価

書（案）を食品安全委員会に報告することとなった。

２）マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症生ワクチン（“京都微研,,ポールセーバーMG）の再審査審議の結果、「本製剤が適切

に使用される限りにおいては、食品を通じてヒトの健康に影響を与える可能性は無視できるものと考えられる。」とすることが了

承され、評価書（案）を食品安全委員会に報告することとなった。

３）マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症凍結生ワクチン（MG生ワクチン（NBI））の再審査審議の結果、「本製剤が適切に使用

される限りにおいては、食品を通じてヒトの健康に影響を与える可能性は無視できるものと考えられる。」とすることが了承さ

れ、評価書（案）を食品安全委員会に報告することとなった。

４）トリレオウイルス感染症生ワクチン（ノビリス Reo 1133）の再審査審議の結果、「本製剤が適切に使用される限りにおいて

は、食品を通じてヒトの健康に影響を与える可能性は無視できるものと考えられる。」とすることが了承され、評価書（案）を食

品安全委員会に報告することとなった。

５） ふぐ目用魚類用フェバンテルを有効成分とする寄生虫駆除剤（マリンバンテル）の再審査審議の結果、「本製剤の主剤で

あるフェバンテルの一日摂取許容量（ADI）を見直す必要性はないものと考えられる。また、本製剤が適切に使用される限りに

おいては、食品を通じてヒトの健康に影響を与える可能性は無視できるものと考えられる。」とすることが了承され、評価書

（案）を食品安全委員会に報告することとなった。

６）バルネムリン

審議の結果、一日摂取許容量（ADI）を０．００８mg/kg体重/日とすることが了承され、評価書（案）を食品安全委員会に報告す

ることとなった。

７）リファキシミン

審議の結果、一日摂取許容量（ADI）を０．００４５mg/kg体重/日とすることが了承され、評価書（案）を食品安全委員会に報告

することとなった。

＜参考＞

１）～３）マイコプラズマ・ガリセプチカム感染による鶏の産卵率低下の軽減を目的とした鶏用の生ワクチンです。

４）トリレオウイルス感染症の予防を目的とした鶏用の生ワクチンです。

５）ふぐ目魚類のヘテロボツリウム（エラにつく寄生虫）の駆虫に用いられます。

６）～７）ポジティブリスト制度の導入に伴う残留基準（いわゆる暫定基準）が設定されています。
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